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「年次有給休暇を失効させないための努力義務」に関する申し入れ 

 

 

 ２０１８年度も、あと２ヶ月で終わろうとしているが、全社的に、年度内に年次 

有給休暇が失効するおそれがある組合員が存在する。年次有給休暇が失効しそうな 

組合員は、これまで繰り返し年次有給休暇の申請をしてきた。しかし、度重なる会社 

の時季変更権により、年度内で年休が失効する事態とされた。もし、組合員の年次有 

給休暇が失効するような事態になった場合は、会社に責任がある。そのような事態に 

ならないように、会社が責任をもって全ての年次有給休暇を付与するよう、下記の通 

り申し入れる。 

 

記 

 

１．会社は、社員の年休が失効しないようにすること。 

 

２．年休が失効しそうな社員に年休の申請を促し、年休を発給すること。 

 

３．休日予定日を年休にし、労働日を本人の同意を得て休日指定＝「休日出勤」を

行ったように勤務処理すること。 

 

４．早急に十分な要員を確保すること。 

 

以 上 


